
令和 8 年度公益財団法人岐阜県教育文化財団 
アーツ・クリエイションぎふプログラム 

岐阜県文化支援助成金募集要項 
 

申請期間  令和 8年 2月 20日(金)から令和 8年 4月 30日(木)まで 

（郵送の場合は、当日消印有効） 

伴 走 型 支 援 事 業 事 前 相 談 期 間  令和 8年 1月 26日（月）から令和 8年 4月 10日（金）まで  

 公益財団法人岐阜県教育文化財団「アーツ・クリエイションぎふ」では、県内文化活動の活性化による文

化的風土の形成を目的として、県内の文化団体等が行う文化活動事業に対して助成を行っています。 

 助成を希望される場合は、説明をよくお読みのうえ、申請してください。 

 助成対象事業の実施期間 ※メニューによって期間が異なります。  

活動支援：令和 8年４月１日(水)から令和 9年２月１日(月)まで 

伴走型支援：令和 8年９月１日（火）から令和 9年２月１日(月)まで 
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はじめに 

○助成金の趣旨 

公益財団法人岐阜県教育文化財団では、県内文化活動の活性化による文化的風土の形成を目

的として、県内の文化団体等が行う文化活動事業に対して助成を行ってきました。 

県内文化活動のさらなる発展に向けて、公益財団法人岐阜県教育文化財団内に文化団体の活動

を支援する「アーツ・クリエイションぎふ」を設置しました。アーツ・クリエイションぎふでは、専門家等に

よる相談体制を備えた伴走型支援の助成金メニューを設けています。 

伴走型支援メニューにおいては、福祉、教育等他分野との連携等により、地域や社会的な課題解決

に資するような文化活動事業について、専門家等から適宜助言等を受け、事業のブラッシュアップを

図ります。 

このほか、活動支援事業として、県内で実施する公演・展示等や青少年を対象とした後継者育成活

動への助成も行い、県内文化団体の活動を支援しています。 

活動支援事業（従来の助成事業） 

県民の文化資質の向上及び文化活動の促進を図るため、県内で実施する文化事業 

伴走型支援事業 

地域文化や資源を活かした創造的な活動により地域や社会的な課題解決に資する可能性がある事業  

○アーツ・クリエイションぎふとは 

県内の文化団体の育成・支援を中核事業とし、専門家等による伴走型支援助成金の他、活動支援

助成金、文化施設における公演等の情報発信等を実施します。 

申請について 

下記を参考に申請するメニューを選択してください。 

なお、各メニューに共通する事項については、P.2～７に記載していますので、そちらもご確認ください。 

 

地域や社会的な課題について 
文化活動というアプローチで解決したい。 

福祉や教育等他分野と連携した 
文化活動に取り組みたい。 

地域文化や資源を活かした文化活動を通じて

次代の担い手育成につなげたい。 
 

詳細は 

P.14 へ 

伴走型支援事業 

専門家等による 

＼ 審査・助言等があります ／ 

※事業内容によっては対象となる可能

性がありますが、すべての事業が採

択されるわけではありません。 

※活動支援事業に比べより精査された

事業計画や必要性・妥当性の説明が

求められます。 

定期演奏会または定期展覧会を開催したい。 

 

後継者育成のために研修事業を開催したい。 

 

活動支援事業 
公演型・展示型・育成型 

＼会場費や講師謝金の一部を助成します／ 詳細は 

P. 8 
P.10 
P.1２ へ 
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１．助成対象となる事業 

メニュー 想定する文化活動例 
上限額【最大】 

助成率 
助成対象経費 

（
１
）
活

動

支

援

事

業 
 

（
１
）
公
演
型 

県内の公立文化施設で行う公演活動 

▸詳細は、一 般 ・青 少 年→P.8へ 

障 がい者 ・広 域 団 体→P.10へ 

一   般：２０万円 下表Ａ 

青 少 年 、障 がい者 ： ４ ０ 万 円 
青少年：下表Ａ 

障 が い 者：下表Ｂ 

広 域 団 体 ： ６ ０ 万 円 下表Ｂ 

10/10以内 ― 

（
２
）
展
示
型 

県内の公立文化施設で行う展示活動 

▸詳細は、一 般 ・青 少 年→P.8へ 

障 がい者 ・広 域 団 体→P.10へ 

一   般：１０万円 下表Ａ 

青 少 年 、障 がい者 ： ２ ０ 万 円 
青少年：下表Ａ 

障 が い 者：下表Ｂ 

広域団体：３０万円 下表Ｂ 

10/10以内 ― 

（
３
）
育
成
型 

青少年等を対象とした研修等の 

後継者育成活動 

▸詳細は、P.12へ 

２０万円 

10/10以内 
下表Ｃ 

（
２
）
伴
走
型
支
援 

 

・地域文化や資源を活かした活動 

・教 育 福 祉 等 他 分 野 と連 携 した活 動 

・次代の担い手育成につながる活動 

★地域や社会的な課題解決に資するよ

うな事業内容である必要があります。 

▸詳細は、P.14へ 

200万円 

2/3以内 
助成金認定審査会が事業内容を審

査します。不採択となる場合や交付決

定額が申請額より減少する可能性が

あります。 

下表Ｂ 

※活動支援事業、伴走型支援事業において申請できるのは、それぞれ１団体１件です。 

（活動支援事業における重複申請不可。） 
 

助成対象経費 ※詳細は、それぞれのメニューの説明で確認してください。 

A 会場使用料、附属設備等使用料、光熱費（冷暖房費等）の経費の一部 

※公演・展示等の当日及び前日仕込み・リハーサル、翌日の撤収を同一の会場で行う場合に限る。 

Ｂ 謝金、旅費・宿泊費、文芸費、音楽費、舞台設営費、会場設営費、会場費、宣伝費、通信運搬費、 

印刷費、配信費、著作権料、その他事業運営費 

C 外部講師謝金、外部講師旅費、会場使用料、附属設備等使用料、光熱費（冷暖房費等）、楽器

借上料の一部 

２．助成対象となる文化団体 

本助成制度に共通する、基礎的な必要条件です。詳細は、各メニューの説明で確認してください。 

（１）岐阜県内に活動の本拠を置いていること 

（２）１０人以上の会員を有すること 

（３）組織的かつ継続的に文化活動を行っていること 

（４）代表者及び所在地が明らかで、団体の規約及び会計経理が明確なこと 

（５）特定の団体・組織に所属することなど、会員資格に制限が設けられていないこと 
例：高校の生徒、大学・専門学校の学生、特定の会社の社員等のみで組織された団体は不可。 

※過去５年以内に当財団助成金（他の助成金を含む）にて虚偽の報告等により取消しとなった団体は、申請す

ることができません。 
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３．助成対象外となる事業 

次のいずれかに該当する事業に対しては助成できません。 

（１）営利を主目的とするもの 

（２）特定の政治または宗教活動及び主義主張の浸透を図るもの 

（３）信義則に反する活動または公序良俗に反する活動である場合 

（４）企業、職域団体等の団体内の活動である場合 

（５）個展、会員展、クラブ発表会等、特定の構成員のみによって行われ公開性を欠くもの 

（６）他に岐阜県（岐阜県の出資に係る財団法人、社団法人または特殊法人を含む）または国からの助成を受け

て実施する事業 

（７）市町村及び市町村が出資する財団法人等が実施するまたは主催となる事業 

（８）県外の施設で開催される事業（「伴走型支援事業」は除く。） 

（9）その他財団が特に定めるもの 

４．助成事業であることの明記について 

本助成事業に申請する事業には、チラシ・プログラム・チケット等に当財団の助成事業であることを明

記してください。 

※助成金の申請をもって「公益財団法人岐阜県教育文化財団」の後援名義の使用が許可されるもの

ではありません。後援名義の使用を希望される場合は、別に使用申請書を提出してください。 

５．申請に必要な書類について 

記入例を参考にしてください。 

１．申 請 書 （別記第１号様式（共通）） 

２．収 支 予 算 書 （別紙様式１） 

＜予算書の作成に関する注意事項＞ 

○申請する事業に関するもののみ抽出し記入してください。団体全体の予算書ではありません。繰

越金、慶弔費など団体運営のための経常的経費は対象外です。 

○助成対象経費となる経費をよく精査してください。過大な見積もりは、助成金全体の交付率に 

影響し、結果的に交付金額の減少になります。 

３．調 査 票 （別紙様式２） ※事業内容、事務会計の担当者の連絡先は必ず記載してください。 

４．事 業 計 画 書 （別紙様式３） 

５．課題解決提案書 （別紙様式４） ※「伴走型支援事業」のみ必要 

６．後年事業計画書 （別紙様式５） ※「伴走型支援事業」のみ必要 

７．規 約 ・ 定 款 過去に交付実績のある団体でも、必ず提出してください。既存のもので結構です。 

 任意団体にあっては規約を、法人にあっては定款を提出してください。（申請団体

の組織体系等が分かる資料が必要です。） 

８．会 員 名 簿 団体の全員の氏名・居住地（市町村名まで）等の一覧表。既存のもので結構です。 

９．チ ェ ッ ク リ ス ト ① （別紙様式６） 

○記載例  『（公財）岐阜県教育文化財団「アーツ・クリエイションぎふ」助成事業』または 

『助成 （公財）岐阜県教育文化財団「アーツ・クリエイションぎふ」』 

 

※助成金の交付決定前にチラシ・プログラム・チケット等を準備する場合は、『（公財）岐阜県教育文

化財団「アーツ・クリエイションぎふ」助成事業 申請』としてください。 

（下記の書類を申請期間内に提出してください。） 
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１０．講 師 経 歴 （任意様式） ※「活動支援事業育成型」、「伴走型支援事業」のみ必要 

※その他参考となる資料がありましたら、添付してください。（前回のチラシなど） 

※申請書に記載された氏名・住所・電話番号は、本助成金の審査、交付等に係る通知などに使用するほ

か、当財団が主催する事業をお知らせする場合に使用することがあります。 

 所定申請書類一覧    (「○」の書類を提出してください） 

助成メニュー 

 

必要書類 

(１－１)，(１－２) 

活動支援事業公演型・展示型 

【一般・青少年】【障がい者・広域団体】 

(１－３) 

活動支援事業育成型 

(２) 

伴走型支援事業 

１．申請書   (別記第１号様式) ○ ○ ○ 

２．収支予算書   (別紙様式１) ○ ○ ○ 

３．調査票       (別紙様式２) ○ ○ ○ 

４．事業計画書   (別紙様式３) ○ ○ ○ 

５．課題解決提案書（別紙様式４） × × ○ 

６．後年事業計画書（別紙様式５） × × ○ 

７．規約・定款     (任意様式) ○ ○ ○ 

８．会員名簿      (任意様式) ○ ○ ○ 

９．チェックリスト①（別紙様式６） ○ ○ ○ 

１０．講師経歴      (任意様式) × ○ △ 

△外部講師による研修等を行う場合は必要。 

６．審査・助成額について 

（１）活動支援事業 

基礎要件（助成対象となる文化団体であるか、助成対象外となる事業・経費でないか）を申請書類や

聞き取り等にて審査し、基礎要件を満たす場合は、助成限度額に一定の査定率を乗じ予算の範囲内で

助成額を決定します。詳細は、各メニューの説明ページ（P.8～13）をご確認ください。 

（２）伴走型支援事業 

専門家等を交えた助成金認定審査会において、各審査項目の総合評価にて審査します。 

活動支援事業に比べ、より精査された事業計画や事業の必要性・妥当性の説明が求められます。 

詳細は、P.14をご確認ください。 

７．事業内容の変更、中止、助成の辞退について 

助成の申請をした事業の内容（実施日、会場、事業内容等）に変更が生じた場合、及び助成対象経費

が当初の申請から２割以上減額となった場合は、事業実施前に「変更承認申請書」（第３号様式）の提

出が必要です。事業費が減額となった場合は、再審査を行い、「交付決定額変更」を通知します。 

助成事業を中止等する場合及び交付決定後に辞退をする場合には、「中止（廃止・助成辞退）承認申

請書」（第５号様式）の提出が必要となります。これらの場合には、当財団へご相談ください。 
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８．実績報告書の提出について  

事業終了後１か月以内または令和 9年２月５日のいずれか早い日まで※１に、事業の実績を報告してく

ださい。必要な提出書類は次のとおりです。（「○」の書類を提出してください。） 

助成メニュー 

 

必要書類 

(1-1)、（1-2) 

活 動 支 援 事 業 公 演 型 ・展 示 型

【一般・青少年】【障がい者・広域団体】 

(1-3) 

活動支援育成型事業 

(2) 

伴走型支援事業 

１．実績報告書 (別記第７号様式) ○ ○ ○ 

２．収支決算書   (別紙様式7) ○ ○ ○ 

３．事業概要報告書 (別紙様式8) ○ ○ ○ 

４．領収書の写し及び明細書 (任意様式) ○ ○ ○ 

5.活動結果報告書 (別紙様式9) × × ○ 

6．助成対象経費領収書整理一覧表 △ × ○ 

7．チェックリスト②（別紙様式10） ○ ○ ○ 

8．チラシ・プログラム等※２ ○ ○ ○ 

9．写真等 ▲ ○ ○ 

10．アンケート集計結果 × × ○ 

△活動支援事業公演型・展示型のうち、障がい者及び広域団体の区分については必要。 

▲原則提出は任意ですが、内容によっては提出を求める場合があります。 

※１ 実績報告書の提出期限までに提出ができない場合は、その提出期限までに、遅延理由、遅延後の

提出予定日を記載した遅延理由書（任意様式）を提出してください。 

提出がない場合は、 「岐阜県文化支援助成金交付決定取消通知書兼返還命令書」（別記第１１

号様式）を送付して助成金の交付決定を取り消します。 

※２ チラシ、プログラム等は、助成事業であることが明記されていることを確認できるものとします。 

９．額の確定について 

実績報告書提出後、書類を審査し、「事業実績報告書」の収支決算書に基づいて、交付金額を確定

し、「岐阜県文化支援助成金確定通知書」（別記第８号様式）及び「岐阜県文化支援助成金交付請求

書」（別記９号様式）を送付します。 

申請時の予算書の予算から助成対象経費が減少した場合、助成金が減額となる場合があります。 

10．助成金の支払いについて 

「岐阜県文化支援助成金交付請求書」に必要事項を記入して提出してください。 

請求書には、指定振込先金融機関の口座名義の分かる部分（表紙及び見開きページ）のコピーを添

付してください。 

指定振込口座は、必ず交付団体名が入った口座としてください。（個人名義の口座は原則不可。） 
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11．会計書類の保存について 

採択された事業について、助成対象事業に関する経費の会計書類、帳簿等を事業終了の翌年度か

ら５年間保存してください。 

12．立ち入り調査又は報告について 

事業の実施状況及び会計処理状況について立ち入り調査を行うこと、又は報告を求めることがありま

すので、その場合はご対応いただく必要があります。 

13．交付決定の取消し、助成金の返還について 

「岐阜県文化支援助成金交付要綱」及び本「募集要項」に記載している内容や交付条件を遵守しな

い場合、虚偽の実績報告書を提出するなど、不正に助成金を受給する意思や受給した事実が明らかと

なった場合などは、助成金交付決定の取消し（既に助成金が支払われていた場合には、助成金の返還

請求）を行います。 

助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還請求を受けた助成金の額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき年１０．９５パーセ

ントの割合で計算した加算金を財団に納付しなければなりません。 

助成金の返還請求を受け、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付日

までの日数に応じ、未納額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を財団に納付しなけれ

ばなりません。 

14．その他 

岐阜県から事業の承認が得られなかった場合は、当該助成事業を中止することがあります。 
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15．助成金手続きの流れ 

申 請 団 体  (公財)岐阜県教育文化財団 

■伴走型支援事業に申請する場合 

右記事前相談会に参加（必須） 

 伴走型支援事業申請団体向け 

事前相談会実施 

1月 26日（月）～4月 10日（金） 

①申請書（別記第１号様式等）提出 

4月 30日(木)締切り 

（郵送の場合は、当日消印有効） 

  

  ②採択・不採択の通知 

（6月下旬頃に送付予定）★ 

■事業内容に変更があった場合 

事業の変更承認申請書（別記第３号様式） 

提出  ※事業内容に変更等があった場合は、 

必ず提出してください。 

  

  変更承認の通知 

交付額変更の通知 

■事業を中止等した場合 

事業の中止（廃止・助成辞退）承認申請書 

（別記第５号様式）提出 

※事業を取りやめる場合または収入が支出

を上回った場合は必ず提出してください。 

  

  中止（廃止・辞退）承認書 

■概算払を請求する場合 

※活動支援事業公演型・展示型【障がい者・

広域団体】、伴走型支援事業のみ概算払可 

概算払請求書（別記第10号様式）提出 

  

  概算にて助成金の支払 

③実績報告書（別記第７号様式等）提出 

（事業終了後1か月以内、または令和9年２月５

日のいずれか早い日） 

  

  ④確定額の算出、助成額確定の通知 

※「助成金交付請求書」も併せて送付 

⑤交付請求書（別記第９号様式）の提出 

（確定通知書受領後、速やかに提出） 

  

  ⑥助成金の支払い 
※原則、請求書受理後、１５日以内に指定 

の口座へ当財団から振り込みます。 

  
★伴走型支援事業の場合、交付決定時に専門家等の助言等を付して通知します。また、事業実施まで適宜

相談対応や助言等を行います。 
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16．各助成メニューの説明 

（1-1）活動支援事業公演型・展示型【一般・青少年】 
ア．助成対象となる事業 

 県内の文化団体の会員が、日頃の成果発表として出演、出展するために、県内の公立文化施設で行う、

公演、展示等の文化活動に対して、会場使用料等の一部を助成します。 

○助成対象期間：令和 8年４月１日（水）から令和 9年２月１日（月） 

 

イ．助成対象となる文化団体  

（１） 一 般：県内の一般の方が自主的に活動している団体で、Ｐ．2の「２．助成対象となる文化団体」

の条件を満たしていること。 

（２） 青少年：県の文化活動の将来の担い手となる青少年が主体となって活動する団体で、Ｐ．2の「２．

助成対象となる文化団体」の条件を満たしていること。 

※青少年とは、小・中・高校生、大学・専門学校の学生、または概ね２２歳以下の者を対象とします。 

 

ウ．助成対象経費・助成額 

 【助成対象経費】  

 

 

 

 会場使用料、附属設備等使用料、光熱費（冷暖房費等）の経費の一部を助成します。 

 （会場使用料、付属設備等使用料は、前日仕込み、リハーサル(前日または当日に限る)、公演日、

翌日の撤収に要する日程で使用するもので、本番と同一会場である場合を対象とします。リハー

サル以外の練習、打合等の会場使用料は含みません。また、照明操作、舞台設営等の人件費及

びピアノ調律料は対象外です。） 

（１）助成額の考え方 

下記①～④のいずれか小さい額を助成限度額とし、これに一定の査定率を乗じ予算の範囲内で助成

します。ただし、③の対象経費より、多く申請することはできません。 

①下記事業の助成上限額 

一般・公演型：上限２０万円 一般・展示型：上限１０万円 

青少年・公演型：上限４０万円 青少年・展示型：上限２０万円 

②（総事業費）－（収入）の差 

③対象経費（上記「ウ．助成対象経費・助成額」の【助成対象経費】参照） 

④申請額 

※収入とは、「入場料、参加料、会員外の出演料・出展料、他団体からの助成金、寄付金、協賛金、物品販

売収入、広告料、祝儀等」のことをいう。 

（２）会費の考え方 

会費とは、（１）②の収入や当財団の助成金だけでは事業遂行に支障がある場合、会の通常経費から

補填する金額を指します。新たに会員から徴収する出品料・出演料も、会費としてください。 

会員外から出演料・出品料を徴収する場合は、（１）②の収入に含まれます。（収支予算書で、項目を

分けてください。）  
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エ．助成対象外となる事業 

 Ｐ．3の「３．助成対象外となる事業」のとおり。 

 

オ．申請に必要な書類 

 Ｐ．3の「５．申請に必要な書類について」に記載の書類を提出してください。 

 

カ．事業内容の変更、中止、助成の辞退について 

 Ｐ．4の「７．事業内容の変更、中止、助成の辞退について」のとおり。 

 事業の内容（実施日、会場、事業内容等）に変更が生じた場合、助成対象経費が当初の申請から２割

以上減額となる場合、助成事業を中止等する場合及び交付決定後に辞退をする場合には、速やかに関係

書類を提出してください。 

 

キ．実績報告について 

 Ｐ．5の「８．実績報告書の提出について」に記載の書類を提出してください。 

 対象経費の領収書のコピー及び使用料の明細（領収書に記載されている場合は不要）を必ず添付して

ください。 

 

ク．額の確定について 

 Ｐ．5の「９．額の確定について」のとおり。 

 事業費総額や助成対象経費の減額が実施後に判明した場合は、「実績報告書」の収支決算書に基づ

いて、交付金額を確定します。 

 

ケ．その他 

 青少年の活動育成を除く一般団体の継続事業については、３年を目安に見直しをします。  



10 

（1-2）活動支援事業公演型・展示型【障がい者・広域団体】 

ア．助成対象となる事業 

 県内の会館・ホール等で行う公演、展示等の文化活動に対して、事業に要する経費の一部を助成します。 

 ○助成対象期間：令和 8年４月１日（水）から令和 9年２月１日（月） 

 

イ．助成対象となる文化団体  

（１）障がい者： 障がい者の方々の参加を目的として活動している団体で、Ｐ．2の「２．助成対象と

なる文化団体」の条件を満たしていること。 

（２）広域団体： 当該分野を総合的に統括している県域団体で、Ｐ．2の「２．助成対象となる文化団

体」の条件を満たしていること。 

 

ウ．助成対象経費・助成額 

【助成対象経費】 

項 目 名 細 目 名 例 示 

謝金  客演者等出演料、講師等謝金、指導謝金、賞金等 

旅費・宿泊費  旅費、宿泊費等 

文芸費  演出料、舞台監督料、デザイン料、プラン料、各種助手料、台本料、訳詞料等 

音楽費  作詞料、作曲料、編曲料、楽器借上料、楽譜料等 

舞台設営費  大道具費、小道具費、衣裳費、かつら費、メイク費、照明費、音響費等 

会場設営費  展示費、看板費、照明費、音響費、効果費、楽屋等設営費、受付設営費等 

会場費  会場使用料、附属設備等使用料、光熱水費（冷暖房費等） 注） 

宣伝費  広告宣伝費、屋外広告費等 

通信運搬費  通信費、展示品等運搬費、道具運搬費、楽器運搬費等 

印刷費  プログラム、ポスター、チラシ、入場券、図録、機関誌（団体機関誌を除く）等印刷費 

配信費  写真撮影費、動画撮影費、録音費、編集料、配信に係る経費等 

※主催団体の記録のみを目的とする場合は対象外とし、事業期間内に発信を実施す

る場合は対象とする。 

著作権料 著作権料及びその手続きに要する経費 

その他事業運営費  通信連絡費、消耗品費、打合せ旅費、保険料、アルバイト賃金、手数料、自動車借上料等 

ただし、以下の経費は対象外です。 

①飲食費（弁当代含む）、レセプション、パーティー、打ち上げ等に要する経費 

②団体運営のための経常的経費 （施設、設備等の整備費、及び備品、楽器等購入費を含む） 

注）会場費は、公演・展示等の当日及び前日仕込み・リハーサル、翌日の撤収を同一の会場で行う場合

に限ります。前々日以前のリハーサル、リハーサル以外の練習、打合せ等の会場使用料は含みません。 

（１）助成額の考え方 

下記①～④のいずれか小さい額を助成限度額とし、これに一定の査定率を乗じ予算の範囲内で助成

します。ただし、③の対象経費より、多く申請することはできません。 

①下記事業の助成上限額 

障がい者・公演型：上限４０万円 障がい者・展示型：上限２０万円 

広域団体・公演型：上限６０万円 広域団体・展示型：上限３０万円 

②（総事業費）－（収入）の差 
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③対象経費（上記「ア．助成対象となる事業」の【助成対象経費】参照） 

④申請額 

※収入とは、「入場料、参加料、会員外の出演料・出展料、他団体からの助成金、寄付金、協賛金、物品販

売収入、広告料、祝儀等」のことをいう。 

（２）会費の考え方 

会費とは、（１）②の収入や当財団の助成金だけでは事業遂行に支障がある場合、会の通常経費から

補填する金額を指します。新たに会員から徴収する出品料・出演料も、会費としてください。 

会員外から出演料・出品料を徴収する場合は、（１）②の収入に含まれます。（収支予算書で、項目を

分けてください。） 

 

エ．助成対象外となる事業 

 Ｐ．3の「３．助成対象外となる事業」のとおり。 

 また、広域団体については、教室等が行う稽古事、習い事等のおさらい会、発表会は助成対象外です。  

 

オ．申請に必要な書類 

 Ｐ．3の「５．申請に必要な書類について」に記載の書類を提出してください。 

 

カ．事業内容の変更、中止、助成の辞退について 

 Ｐ．4の「７．事業内容の変更、中止、助成の辞退について」のとおり 

 事業の内容（実施日、会場、事業内容等）に変更が生じた場合、助成対象経費が当初の申請から２割

以上減額となる場合、助成事業を中止等する場合及び交付決定後に辞退をする場合には、速やかに関係

書類を提出してください。 

 

キ．実績報告について 

 Ｐ．5の「８．実績報告書の提出について」に記載の書類を提出してください。 

 対象経費の領収書のコピー及び明細（領収書に記載されている場合は不要）を必ず添付してください。

また、「助成対象経費領収書整理一覧表」（別紙様式４関係）を必ず添付してください。 

 

ク．額の確定について 

 Ｐ．5の「９．額の確定について」のとおり。 

 事業費総額や助成対象経費の減額が実施後に判明した場合は、「事業実績報告書」の収支決算書に

基づいて、交付金額を確定します。 

 

ケ．助成金の支払いについて 

 Ｐ．5の「１０．助成金の支払いについて」のとおり。 

 また、この事業については、助成対象事業の実施上必要と認めるときは、助成金の一部を概算払いする

ことができます。 

 概算払を受ける場合は、「助成金概算払請求書」（別記第１０号様式）により請求してください。概算払

できる金額は、１回につき助成金交付決定額の４割までとし、事業完了前に８割まで請求できます。 

 

コ．その他 

 継続事業については、５年を目安に見直しをします。  
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（1-3）活動支援事業育成型 
ア．助成対象となる事業 

 後継者育成・継承を図るため、県内の文化団体が後継者育成及び技能保持者の人材確保のために実

施する研修事業に要する経費の一部を助成します。 

 ○助成対象期間：令和 8年４月１日（水）から令和 9年２月１日（月） 

 

イ．助成対象となる文化団体 

（１）伝 統 文 化： 箏曲、尺八、三弦、横笛、雅楽、新内、小唄、長唄、清元、日本舞踊、和太鼓など、伝

統文化を保存・育成する岐阜県内の団体で、Ｐ．2の「２．助成対象となる文化団

体」の条件を満たしていること。 

なお、「岐阜県無形民俗文化財伝承事業費補助金（文楽・能伝承教室、地歌舞

伎伝承教室（地方伝承教室、立方伝承教室、親子歌舞伎教室、衣裳・道具方伝

承教室）、獅子芝居伝承教室）」の交付決定を受けた団体は対象となりません。 

（２）実演芸術青少年： 実演芸術（音楽、演劇、舞踊。伝統芸能を除く。）文化団体かつ青少年が主体とな

って活動する団体で、Ｐ．2の「２．助成対象となる文化団体」の条件を満たしてい

ること。 

 

ウ．助成対象経費・助成額 

 【助成対象経費】  

 

 

 

 

 講師謝金、講師旅費、会場使用料、附属設備等使用料、光熱費（冷暖房費等）、楽器借上料の一部

を助成します。 

※講師謝金及び講師旅費は、外部講師を招聘する場合のみ助成の対象となります。会員（所属団体

の構成員を含む）が講師である場合は対象経費となりません。 

※会場使用料、附属設備等使用料は、研修を実施する日のみ助成の対象となります。打合せ等の会

場使用料は含みません。 

※研修に伴う成果発表に係る経費は含みません。 

※ワークショップや研修等を実施する場合、教材費等の受講者に対する経費は対象となりません。 

 

助成額の考え方 

下記①～④のいずれか小さい額を助成限度額とし、これに一定の査定率を乗じ予算の範囲内で助成

します。ただし、③の対象経費より、多く申請することはできません。 

①助成上限額 ２０万円 

②（総事業費）－（収入）の差 

③対象経費（上記「ウ.助成対象経費・助成額」の【助成対象経費】参照） 

④申請額 

※収入とは、「入場料、参加料、会員外の出演料・出展料、他団体からの助成金、寄付金、協賛金、物

品販売収入、広告料、祝儀等」のことをいう。 

 

エ．助成対象外となる事業 

 Ｐ．3の「３．助成対象外となる事業」のとおり。 

 また、各受講者において実践的な演習（体験等、各受講者が主体的に参加するもの）を伴わないもの

や、学校からの指導依頼を受けて実施するものは対象外です。 
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オ．申請に必要な書類 

 Ｐ．3の「５．申請に必要な書類について」に記載の書類を提出してください。 

 外部講師がいる場合は、講師経歴（任意様式）を忘れず添付してください。 

 

カ．事業内容の変更、中止、辞退について 

 Ｐ．4の「7．事業内容の変更、中止、助成の辞退について」のとおり 

 事業の内容（実施日、会場、事業内容等）に変更が生じた場合、助成対象経費が当初の申請から２割

以上減額となる場合、助成事業を中止等する場合及び交付決定後に辞退をする場合には、速やかに関係

書類を提出してください。 

 

キ．実績報告について   

 Ｐ．5の「8．実績報告書の提出について」に記載の書類を提出してください。 

 対象経費の領収書のコピー及び明細（領収書に記載されている場合は不要）を必ず添付してください。 

 

ク．額の確定について 

 Ｐ．5の「9．額の確定について」のとおり。 

 事業費総額や助成対象経費の減額が実施後に判明した場合は、「事業実績報告書」の収支決算書に

基づいて、交付金額を確定します。 

 

ケ．その他 

 継続事業については、３年を目安に見直しをします。 
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（2）伴走型支援事業 

ア.助成対象となる事業 

 地域文化や資源を活かした創造的な活動により地域や社会的な課題解決に資する可能性がある文

化事業。 

 以下の 4つの分野のいずれかを選択し、それに関わる地域や社会的な課題を提示し、その課題を申

請事業を通じてどのように解決に導くか提案いただく必要があります。申請には、活動支援事業と比べ、

より精査された事業計画と必要性・妥当性等の説明が求められます。 

 ○対象期間：令和 8年９月１日（火）から令和 9年２月１日（月） 

※ただし、事業実施時期が上記期間から外れる特段の理由があると認定審査会で認め

られた場合は、この限りではありません。 

 

イ.助成対象となる文化団体 

 P.2の「２．助成対象となる文化団体」のとおり。 

 

ウ.助成対象経費・助成額 

【助成対象経費】 

項 目 名 細 目 名 例 示 

謝金  客演者等出演料、講師等謝金、指導謝金、賞金等 

旅費・宿泊費  旅費、宿泊費等 

文芸費  演出料、舞台監督料、デザイン料、プラン料、各種助手料、台本料、訳詞料等 

音楽費  作詞料、作曲料、編曲料、楽器借上料、楽譜料等 

舞台設営費  大道具費、小道具費、衣裳費、かつら費、メイク費、照明費、音響費等 

会場設営費  展示費、看板費、照明費、音響費、効果費、楽屋等設営費、受付設営費等 

会場費  会場使用料、附属設備等使用料、光熱水費（冷暖房費等） 注） 

宣伝費  広告宣伝費、屋外広告費等 

通信運搬費  通信費、展示品等運搬費、道具運搬費、楽器運搬費等 

印刷費  プログラム、ポスター、チラシ、入場券、図録、機関誌（団体機関誌を除く）等印刷費 

配信費  写真撮影費、動画撮影費、録音費、編集料、配信に係る経費等 

※主催団体の記録のみを目的とする場合は対象外とし、事業期間内に発信を実施す

る場合は対象とする。 

著作権料 著作権料及びその手続きに要する経費 

その他事業運営費  通信連絡費、消耗品費、打合せ旅費、保険料、アルバイト賃金、手数料、自動車借上料等 

  

助成対象となる事業例 

・地域文化や資源を活かした活動 

・教育、福祉等他分野と連携した活動 

・次代の担い手育成につながる活動 

※地域や社会的な課題解決に資するような事業内容である必要があります。 

地域・社会が抱える課題 

①県民の文化活動への参加促進 ②文化の国内外への魅力発信 

③地域の魅力創出 ④その他 
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ただし、以下の経費は対象外です。 

①飲食費（弁当代含む）、レセプション、パーティー、打ち上げ等に要する経費 

②団体運営のための経常的経費 （施設、設備等の整備費、及び備品、楽器等購入費を含む） 

③会員（所属団体の構成員を含む）が講師である場合の講師等謝金 

注）会場費は、公演・展示等の当日及び前日仕込み・リハーサル、翌日の撤収を同一の会場で行う場合

に限ります。前々日以前のリハーサル、リハーサル以外の練習、打合せ等の会場使用料は含みません。 

また、ワークショップや研修等を実施する場合、教材費等の受講者に対する経費は対象となりません。 

 

助成額の考え方 

下記①～④のもっとも小さい額を助成限度額とし、これに一定の査定率を乗じ予算の範囲内で助成

額を決定します。 

①事業の助成上限額 

○上限額２００万円、助成率２/３以内 

○上限額１００万円、助成率１/２以内  合計 5件程度 

②（総事業費）－（収入）の差 

③対象経費 

④申請額 

※収入とは、「入場料、参加料、会員外の出演料・出展料、他団体からの助成金、寄付金、協賛金、物

品販売収入、広告料、祝儀等」のことをいう。 

 

エ.審査 

 専門家等を交えた助成金認定審査会において、申請書類を基に下記の観点による総合評価にて審査

します。 

※申請されたすべての団体が交付決定されるとは限りません。（交付決定数は 5件程度を想定。） 

※申請額より減額となる可能性があります。減額となった場合でも、実施可能な事業計画としてください。 

【審査のポイント】 

①実現性：企画力、実施・進捗管理ができる体制、予算、スケジュールの妥当性が確保されているか。 

②創造性：地域文化や資源を活用した事業により､地域や社会的な課題解決に資する可能性があるか。 

③発展性：文化芸術活動の持続的発展が見込まれるか。 

④波及性：事業内容が分野横断的であり、他団体や他地域への波及や多様な参加者が見込まれる事

業であるか。 

 

オ.相談体制 

 採択事業については、専門家等による助言等を付したうえ交付決定の通知を行います。助言等を助成

事業に反映していただき、事業のブラッシュアップを図って下さい。 

 また、事業実施までの間、専門家等やプログラムオフィサー（財団職員）による助言等を適宜行います。 

 なお、財団職員等による実施事業の視察調査を行いますので、公演等を行う場合は、必ず案内状を送

付してください。 

 

カ.助成対象外となる事業 

 P.3の「３．助成対象外となる事業」のとおり。 

 また、申請団体が日常的、定期的に行っている事業（定期演奏会等）は対象となりません。 
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キ．申請に必要な書類 

 Ｐ．3の「５．申請に必要な書類について」に記載の書類を提出してください。 

 外部講師がいる場合は、講師経歴（任意様式）を忘れず添付してください。 

 

ク．事業内容の変更、中止、助成の辞退について 

 Ｐ．4の「7．事業内容の変更、中止、助成の辞退について」のとおり  

 事業の内容（実施日、会場、事業内容等）に変更が生じた場合、助成対象経費が当初の申請から２割

以上減額となる場合、助成事業を中止等する場合及び交付決定後に辞退をする場合には、速やかに関係

書類を提出してください。 

 

ケ．実績報告について 

 Ｐ．5の「8．実績報告書の提出について」に記載の書類を提出してください。 

○対象経費の領収書のコピー及び明細（領収書に記載されている場合は不要）を必ず添付してくださ

い。また、「助成対象経費領収書整理一覧表」（別紙様式４関係）を必ず添付してください。 

○来場者（参加者）アンケートと会員アンケートの２種類のアンケートを実施し、その集計結果を提出して

ください。来場者（参加者）アンケートは、次の項目を必ず入れて実施し、会員アンケートは、様式集

P.23に添付の様式にて実施してください。 

※アンケートの実施方法（紙媒体、電子媒体）は任意です。 

来場者（参加者）アンケート必須項目 ※詳細は、様式集 P.20のサンプルをご確認ください。 

・属性【性別、年齢、居住地（県内の場合、市町村名・県外の場合、県名）】 

・事業を知った手段【ポスター・チラシ、ホームページ、SNS、知人・友人、家族、その他】 

・事業の満足度【大変良かった、良かった、どちらでもない、あまり良くなかった、良くなかった】 

 

コ．額の確定について 

 Ｐ．5の「9．額の確定について」のとおり。 

 事業費総額や助成対象経費の減額が実施後に判明した場合は、「実績報告書」の収支決算書に基づ

いて、交付金額を確定します。 

 

サ．助成金の支払いについて 

 Ｐ．5の「１0．助成金の支払いについて」のとおり。 

 また、この事業については、助成対象事業の実施上必要と認めるときは、助成金の一部を概算払いする

ことができます。 

 概算払を受ける場合は、「助成金概算払請求書」（別記第１０号様式）により請求してください。 

 概算払できる金額は、１回につき助成金交付決定額の４割までとし、事業完了前に８割まで請求できま

す。 

 

シ．その他 

 申請にあたっては、必要書類をご準備の上、必ず事前相談会実施期間中に当財団へご相談ください。 

 継続事業については、３年を超えて申請することはできません。また、前年度実績が審査にも影響します。 
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17．提出書類の記入例 

記入例 

  

必ず記載 

代表者の住所、氏名、団体名

を記入・押印（代表者個人の

印でも、団体の印でもOK） 

事務局長や部会長などは代

表者ではありません。 

希望するメニューにチェック 

複数のメニューは選択不可！ 

事業名称を記入 

主催団体名を記入 

事業の開催日を記入 

主催団体名を記入 

事業内容を簡潔に記入 

助成項目ごとの限度額を参照

し、申請額を記入 

（希望申請額は千円未満切り

捨て） 

希望申請額、総事業費ともに、

収支予算書と同額となること 

いずれかに○ 

希望しない場合でも、交付決定し

た場合に団体名は公表されます。 
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記入例 

※申請事業の予算書であり、団体全体の予算書ではありません！ 
  

会員からの徴収は除く 

当財団以外からの補助金

等があれば記入 

正確な補助金等名称と担

当課・連絡先を記載 

場合によっては重複受給

できない可能性有 

申請書の助成申請額と一致 

会の通常経費からの補填、

及び会員からの臨時徴収

の額を記入 

対象となる事業の収入となると

予想されるものは全て記入！ 

 

対象となる事業の支出となると

予想されるものは全て記入！ 

 

会場費＝ 

①ホール等の使用料 

②冷暖房費 

③備品使用料 

④仕込み・搬出時の使用料 

ピアノ調律代、照明及び舞台設

営の人件費は対象外 

対象/対象外を明らかにすること 

支出の部の計と同額 

収入の部の計と同額 
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記入例 
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記入例【公演型】 
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記入例【展示型】 
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記入例【育成型】 

 

  

外部講師を呼ぶ場合には

必ず記入 
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記入例【伴走型支援】 
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記入例 
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記入例 
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記入例 
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記入例 

 

  

代表による署名であること 
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記入例 

※事業実績報告書は、事業終了後、速やかにご提出ください。 

 

交付決定通知または変更決定

通知の日付と番号を記入 

必ず記載 

P.18申請書[第 1号様式]

と同じ要領で記入 

次頁の記入例を参考に作成 

チケット代・入場料金の収入がある場

合は、その額を証明する書類の写しを

提出 

事業結果の概要について記入 

会場使用料及び附属設備の領収書等

助成対象経費の領収書の写し 

＋内訳が分かる明細書等を添付 

対象外経費の領収書は不要 

財団助成事業の明記を確認するた

め、当該事業のパンフレット、チラシ等

を添付 
来場者（参加者）及び会員アンケート

それぞれの集計結果を添付 
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記入例 

 

  

対象となる事業の収入となると

予想されるものは全て記入！ 

 

対象となる事業の支出となると

予想されるものは全て記入！ 

 

支出の部の計と同額 

収入の部の計と同額 

正確な補助金等名称と担

当課・連絡先を記載 

場合によっては重複受給

できない可能性有 

同じ項目の中に、対象・対象外経費そ

れぞれある場合は、備考欄でその内

訳が分かるように記載 

会場使用料及び附属設備の領収書等

助成対象経費の領収書の写し 

＋内訳が分かる明細書等を添付 

予算額 Aには申請時の収支

予算額をそのまま記入 
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提出例  

 

  

領収書添付用紙 

 

利用目的【ワークショップ用文具】 

 

＜領収書内訳＞ 

 

利用目的を必ず記載 

領 収 書 

2026年 8月 11日 

○○○会 会長  岐阜 三郎 様 

 金 8,552円   
(但し、消耗品代として 内訳レシート） 

 

◎◎文具 〇支店 

岐阜市学園町 3-42 

印 または 収入印紙 

※記載された受取金額が５

万円未満のもの等を除く 

必ず申請者の名義であること 

レシート◎◎文具〇支店 
岐阜市薮田南２－１－１ 

電話●●―×××× 

2025年 8月 11日 

 

色画用紙（50枚入り） 

\ 1,095 ×５     5,475円 

 

ボールペン(10本入り) 

\ 1,150 ×２     2,300円 

 

小計 7,775円 

消費税 10％   777円 

合計 8,552円 

購入内容の詳細がわかる

レシートなどを添付 

5万円以上の支出による領収書は 

収入印紙を貼付＋消印押印済であること 

（電子帳簿保存法に基づく電子領収書を除く） 

不明点は、所管税務署へお問い合わせください。 

×宛名や但し書きのないもの 
×内訳（購入内容の詳細）、利用目的が不明なもの 

上記のものは対象外として処理します！ 
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記入例 

 

  



32 

記入例 

 


